
拳法会浜松スポーツ少年団規約

第1章 総則

第1条（目的）

本規約は、拳法会浜松スポーツ少年団（以下「本団」といいます。）の運営に関する基本的な事項を定める

ものです。

第2条（事務所）

本団の事務所は静岡県浜松市中央区西丘町951内に置きます。

第3条（目的）

本団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、武道学、スポーツを通じ青少年の心身の健全な育成に資す

る事を目的とします。

第4条（活動）

本団は、前条の目的を達成する為に次の活動を行います。

（1）各種武道スポーツ活動

（2）武道学研修会

（3）体力テスト（年1回）

（4）レクリエーション活動（年2回）

（5）文化学習活動（日本伝統文化の継承）

（6）国際交流

（7）青少年健全育成

（8）他団体との交歓交流活動

（9）奉仕活動（年3回）

（10） その他本団の目的達成に必要な活動

  

第2章 団員

第5条（構成）

原則、静岡県浜松市内に在住し、本団において前条に定める活動を行うことを希望する者は、誰でも本団

の団員となることができます。

第6条（申込み）

本団の団員となることを希望する者は、本団の所定の様式により申込みをし、第20条に定める会費を支払

ってください。

第7条（有効期間）

本団の団員となる期間は、加入の申込みを受けた日からその年度の末日（3月31日まで）までとなります。次

年度も団員となることを希望する者は、改めて前条に定めるとおり、本団に申込みを行ってください。

第8条（団の登録）

本団は、第6条に定めるところにより加入登録を行った団員をまとめ、日本スポーツ少年団登録システムに

登録するとともに、団として浜松市【市・区・町・村】スポーツ少年団に所定の登録料を支払って、本団の登録を

行います。又、団登録に明記された団員は、全員公益財団法人スポーツ安全協会の保険に加入いたします。



第3章 育成母集団

第9条（権限）

育成母集団は、本団の組織、運営、管理その他本団に関する一切の事項について決議をすることができま

す。

第10条（構成）

育成母集団は、第11条に定める育成者をもって組織されます。

第11条（育成者）

1 新たに団員となった者の保護者は、当然に育成者となります。

2 前項に定めるもののほか、本団の目的に賛同する個人、団体は、育成母集団総会による承認をもって、育

成者となります。

3 保護者以外の者（過去に保護者であった者を含む）は、いつでも、本団に届け出ることにより、育成者を辞

任することができます。

第12条（育成母集団総会の開催）

1 本団の定時育成母集団総会は、毎年4 月1 日から5 月末日までの間に開催されるものとします。

2 団長は、前項に定めるもののほか、いつでも育成母集団総会を招集することができます。

3 育成者の総数の3 分の1 以上の者が希望するとき、団長は、育成母集団総会を招集しなければならない

ものとします。

第13条（決議要件）

育成母集団総会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる育成者

の過半数が出席し、出席した育成者の過半数をもって行います。

第14条（議事録）

1 団長は、育成母集団総会の議事について、議事録を作成するものとします。

2 本団は、育成母集団総会の日から5年間、前項の議事録を保管するものとします。

第4章 役員

第15 条（役員）

本団には、次の役員を置きます。

団 長 1 名

副団長 2名

  指導者 （各道場1名以上）

  事務局 2名

会  計 1 名

監 事  1 名

顧 問  若干名

第16条（選任）

前条の役員は、育成者の中から、育成母集団総会の決議により選任します。

第17条（任期）

1 本団の役員の任期は、選任後最初に実施される定時育成母集団総会の終了時までとします。但し、再任を

妨げません。

2 本団の役員に欠員の生じた時は、役員会の後に育成母集団総会の決議により、それを補充するものとしま

す。

第18条（権限）

1 団長は、本団を代表し、役員会、育成母集団総会によって決議された活動方針に従い、団務を統轄しま

す。



2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故ある時は、その職務を代行します。

3 指導者は、育成母集団総会によって決議された活動方針に従い、本団の活動を指導します。

4 会計は、本団の会計を担当します。

5 監事は、前各項に定める者の会計に関する業務執行を監査し、計算書類について意見を述べます。

6 顧問は、団外の有識者とし活動に係るアドバイス意見を述べます。

第5章 会計

第19条（会計）

本団の会計は、団員の納める会費、育成母集団費、寄附金、補助金、その他の収入によって支弁します。

会費については、別に定めます。

第20条（会費）

・会費は団員1 人当り月2000円とし、月初めに納入するものとします。

なお、会費には以下の費用が含まれます。

稽古会場使用料、会場光熱費、備品費、大会イベント費、事務費など運営に係る費用。

・スポーツ少年団登録料は、別途年300円徴収します。

  ・公益財団法人スポーツ安全協会の保険加入料中学生まで850円、中学生以上1850円（振込手終了など

込）随時徴収し毎年4月に更新します。

第21条（会計年度）

本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わります。

第22条（事業報告、計算書類の承認）

1 団長は、定時育成母集団総会において、前年度の事業報告を行い、計算書類の承認を受けなければなり

ません。

2 監事は、前項に定める事業報告および計算書類について、事前に確認の上、意見を述べることができま

す。

第6章 その他

第23条（個人情報の取扱と利用目的）

1 本団の活動により得られた個人情報（氏名、生年月日、年齢、学年、住所、電話番号、メールアドレス、日本

スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の登録番号、資格名）は、個人情報の保護に関する法律に基づき、

適正に取扱うことといたします。

2 個人情報は、以下の利用目的の範囲内で利用することとし、本人（未成年の場合は、保護者）の承諾なく、

他の目的には利用いたしません。

   ・スポーツ少年団登録手続き

・スポーツ少年団関係の事業への参加申込

・その他必要な場合（個人情報利用前に本人（未成年の場合は、保護者）に承諾を得ることとします）

3 前項の定めによりスポーツ少年団の登録手続きに個人情報を利用することに伴い、当該個人情報は、日本

スポーツ協会日本スポーツ少年団に提供され、同団が定める「スポーツ少年団登録者個人情報の取り扱い

について」その他の規定の適用を受けることとなります。

第24条（所属団体の規定の適用）

本団の活動に当たっては、本団が登録する、日本スポーツ協会日本スポーツ少年団、公益財団法人浜松

市スポーツ少年団（静岡県浜松市中央区和田町808-1）および全日本拳法会本部、認定NPO法人静岡県CC

緑化協会、一般社団法人障害者武道協会（以下総称して「所属団体」といいます。）の諸規定が適用されま

す。本団の活動に参加する者は、所属団体に対する個別の登録の有無にかかわらず、所属団体の諸規定を

遵守するものとし、これに違反した場合には本団および所属団体から処分を受けることがあることを予め承諾



するものとします。

第25条（規約の改正および解散）

1 本規約の改正および本団の解散は、育成母集団総会の承認をもって行います。

2 前項に定める承認の決議は、議決権を行使することができる育成者の過半数が出席し、出席した育成者

の3 分の2 以上に当たる多数をもって行います。

附則 1. 本規約は、平成30 年4 月1 日より改訂施行します。_

役    員

団 長  

冨田 亙

副団長

山本敏雅

高見裕行

野澤侑樹

指導者

小針隆明、高津幸江、齋藤さやか、水野路子、金子聖矢、飛鱓志穂、

鈴木千晴、野澤侑樹、斎藤 淳、森口 進、小澤早幸、中村 昇、冨田 亙

事務局

  冨田 亙

小針隆明

齋藤 淳

会 計

大橋広子

監 事

近田孝夫

顧 問

花井和夫

前田米蔵

敬称略


